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【要旨】本研究は教育学領域において新たに誕生した学問領域である生徒指導学の
特質を、そこで用いられるデータ様式をもとに分析することにある。本論文では特
に、同領域でしばしば用いられるデータである「事例」データに着目し、「学問の社
会学」の枠組を援用しつつ、生徒指導学の制度的基盤である日本生徒指導学会の機
関誌『生徒指導学研究』に掲載された論文の分析を行う。分析は、それぞれの論文
を基に、それらを類型化するための2つの軸、（1）「事例」の位置づけ（一般化志向
or行為・出来事そのものへの志向）に関する軸と、（2）論文の担い手（実務家or研
究者）に関する軸、によるマトリックスを構成した上で、ここにそれぞれの論文を
分類していく類型化作業を行った。そして、類型化の結果をもとに明らかにされた
のは、掲載される論文（事例研究）から、同学会が制度化の初期段階ですでに明確
にいわゆる実学志向性を有していることが明確に読み取れるということであった。

キーワード： 生徒指導学・事例・実践・GP・学問の社会学

はじめに

教育学領域で比較的新しく立ちあげられた日本生徒指導学会だが、一般的に言えば、生徒指導
はもっぱら教育諸科学の研究対象として捉えられてきた実践領域である。日本生徒指導学会の機
関誌創刊号の冒頭で、編集委員長は、「教育学、 心理学、 社会学、 医学などの多くの科学を基礎に
している」（山口2002）1と指摘しているが、このことにも、生徒指導がこれまでそれら諸学の研
究対象であったという事情が垣間見えるだろう。

さて、本論文は、学問としての生徒指導、生徒指導「学」の特質の一端を仮説的に見出そうと
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するものである。その際、学会機関誌掲載論文にも散見されるデータとしての「事例」に着目し
ていくことにしたいと考えている。それにしても、なぜ「事例」なのか。

あらためてデュルケームを引き合いに出すまでもないが、教育と教育学は異なる。教育実践な
いしは教育的な行為を導く理念の体系が教育学であり、それは教育実践そのものとは区別して捉
えるべきものである。デュルケームがいうように、教育とは作用ないしは実践の様式であって、
教育学は認識の様式（どうあるべきかの理念ないしは理論）2なのである。実はこれに加えてデュ
ルケームは教育の科学（事実としてそれがいかにあるかの探求）なる類型を提示しており、教育
社会学者は基本的に最後の類型である教育の科学を以って自らのアイデンティティとしている。
これに倣えば、本論文で検討する生徒指導学は、少なくとも前者ではない。後者、認識の様式あ
るいは教育の科学の系列に属することになる。つまりそれは、実践としての生徒指導と区別され
るものである。

では学問としての生徒指導をみたとき、それはどのような様式を備えていると言えるのだろう
か。この問題にアプローチする一つの有効なやり方は、この領域で用いられるどのようなデータ
が、どのように扱われているかに着目することであろう。それがどのようなデータなのか、宛て
先は誰なのか、論文の中でどのように位置づけられ、何を発信してい（論ず）るかをみることに
よって、その学問領域はかなりの程度性格づけられると考えられるからである 3。

この論文では、生徒指導学のテクストにしばしば登場する「事例」と呼ばれる形式のデータの
特徴を中心に検討していくことにしたい、と述べた。もちろん、生徒指導「学」のテクストにお
いては「事例」以外にもマクロな統計データ等、他の形式のデータも多く用いられているにもか
かわらず、である。しかし、ことデータとしての「事例」にかんして言えば、実際の生徒指導実
践を直接的データとして扱い、何らかの方法論で分析を施しているはずであり、というのも、一
般的に社会学等において質的調査を採用した論文の中では、研究対象とする社会ないしはコミュ
ニティにおける人々の「実践」4を何らかの仕方で対象化し、記述したエスノグラフィック・デー
タのことを「事例」と呼びあらわすことがしばしばあるからである。その意味で他のデータより
も実践、すなわち実際の生徒指導の様式との濃密な結びつきが想定され、より具体的に「学」と
しての生徒指導の性格の一端が読み取れるのではないかというのが、一貫して本論文で「事例」
に着目する狙いである。

なお、学会機関誌編集長である山口は、学会機関誌の第1号を編集する上での二番目の指針と
して「生徒指導の特色である実践性を重視

4 4 4 4 4 4

する。投稿論文については、『研究論文』および『実践
研究報告』という二つの枠を設ける」（傍点は引用者による）と記し、実践重視の姿勢を明らかに
している。このこともまた本論文で「事例」に着目する理由である。

1　教師の日常概念としての指導　

検討に先立ち、はじめに実践の様式としての生徒指導の特徴の一端について理解をシェアする
べく、教育社会学者・酒井朗によるエスノグラフィ的研究（酒井19985）をみておきたい。ここで
いうエスノグラフィ的研究とは、「文化の記述の営み」であり、「当然とされ意識されずになされ
ている」「日常のパターン化された認識や行為を対象に」、これを「行為者の視点から」理解し記
述する営みである（酒井1998：228）。なおエスノグラフィもまたある意味で社会学ないしは人類
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学において用いられる「事例」であることに間違いはないが、この論文ではそれを実践の様式を
理解する補助線として用いる。酒井のエスノグラフィは生徒指導学の構築を目的としていないか
らである。むしろフィールドの現実を「行為者の視点から」見えるようにしているからである。

さて、酒井は、教師の多忙化をめぐる学校現場の研究にとりくんでいた際、教師らに日常の仕
事内容をたずねるインタビューを進めていた。酒井はそこで興味深い発見をする。「指導」とい
う言葉、概念がどのように使用されているか、に関する発見である。すなわち、酒井のインタ
ビューに答える教師たち 6が、自分の仕事を説明するとき、「指導」という言葉を多用するのであ
る。「＊＊指導」ということもあれば、単に「指導」ということもあったというが、いずれにせよ

「教師達は、自らの行為を説明する時に、ごく当たり前のこととして指導という言葉を用い」た
という（同1998：242）。酒井は、当初の問いである多忙問題との関連で、教師たちはなぜ「あら
ゆる側面において生徒と関わろうとするのだろうか」（同1998：241）と問い、その答えを「指導」
という言葉との関連によって示している。

一言で言えば、その理由はそれが「指導」の一環だからである。指導とは、教育的働きかけ
を総称する概念である。生徒に対する働きかけは、指導の一環だと定義されることで教育
的な営為となる。したがって、生徒に対するある働きかけが「＊＊指導」と呼ばれることで、
その働きかけは教育者である教師の本来的な役割の一部に組み込まれるのである。

しかも指導という言葉は（同242）

その文脈によって生徒指導を意味することも、進路指導を意味することも、学習指導を意味
することもできる。指導という言葉のこうした曖昧で融通無碍な性格が多様な活動を指導と
いう名のもとに一括りにすることを可能にさせている。この意味で、指導とはどんな行為を
も教育的に価値づけてしまうマジックワードだと言っていい。

このように、酒井のインタビューに応えた教師らにとって、日常の実践のなかで「指導」とい
う言葉は、それが用いられる文脈によって、子どもらへの多様な働きかけを、教育的営為として
束ねていく融通無碍な性格のものであり、生徒指導もそうした日常的な教育的な関わりの一環と
して、一義的にそれと弁別されるわけではないと言うことなのではないか。そして、「＊＊指導」
と語った途端、半ば自動的に“関わること”を余儀なくさせられるという、発話内行為 7にも似た

「パターン」が実践現場へのインタビューから透けて見えてしまうのである。

2　「人間を変える」ものとしての指導

酒井は上で見たように、エスノグラフィ的研究をとおして、指導を巡る現場サイドの感覚を捉
え、そこに必ずしもポジティブには捉えきれない「指導」なるものの性格を嗅ぎ当てていた。さ
て、酒井がその性格の一端を指摘した日常の教育的営為としての「指導」とは何かについて、そ
もそもそれがいったいどのようなものなのかについては、酒井は述べない。なぜなら酒井が明ら
かにしようとしたのは「指導」の語の日常的使用法であったからで、いわば「指導」ということば
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は、生徒への働きかけであれば何であれ飲み込んでいくメルティング・ポットのようなもので、
その働きかけはポットから流れ出たときには、すでに本来的な教育的営為へと姿を変えている、
ということだからである。

それにしてもこの、生徒への「働きかけ」ということばそれ自体も、わかったようでいて実は
よくわからないことばなのではないだろうか。生徒への「働きかけ」とはなにか。現場において、

「指導」の語とセットとなり教育的営為として理解されている、かの「働きかけ」の最も核心とな
る要素は何なのか。教育的に働きかけることの本質は何か。

この問題にアプローチする上で、本論文では教育哲学者・上田薫の哲学論集（1990）8を紐解く
ことにしたい。そして生徒指導の上位概念である「指導」とはそもそも何かについて理解をシェ
アしてみたい。たとえば、論集に収められている「人間は変えることができるか」（同96-102）。

教育が人間を変えることができるかということは、じつは人間が人間を変えることができる
かという問題なのである（同96）。

上田はまずこのようにきりだす。そしてつぎのようにもいう。

人は人を変えることができるが、それは思うようにではない。だから、相手を思うようにす
ることを変えることだと考えるかぎり、人間は変えられるものではないのである。・・・そ
の変化において両者〔＝教師と子ども：引用者による補足〕ともに変わるのである。多くの
教師がこのことに無自覚なまま指導にとりくんでいるとすれば、それはじつにおそろしいこ
とだ（同102）。

生徒への働きかけ、つまり教育的な営為＝指導を、「人間を変える」ことだとはっきり指摘す
ることでこそ、その厳しさを引き受けるべく教師の側にも自身のあり方についてリフレクション
し、ともに変わっていくことを求めているのであり、そうした相互変化の営みにおいて、それが
成り立つのだということが述べられている。

上田の哲学論集はほかにも「指導」にかんする多くの箴言に彩られる。上記に関連して次のよ
うにもいう（「裸になれるか」、同上： 114-124）。

教育とはまさに、不完全者としての教師
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

が不完全者としての生徒にかかわるところに正しく
成り立つものである。完全が不完全を教え導くのではない。不完全が不完全に働きかけるの
である（1990, 119、傍点は引用者）

人間を変える営みにおいては、変える者自身も、そのさなかに変わることが要請されると考え
る上田には、生身の教師の否応無しの不完全性が前提となっている。さらにいう。

・・・教師は自信をもたねば指導はできぬと思いつつ、真剣に考えれば考えるほど自信がく
ずれていくのを認めざるをえない。そのくずれた自信をむりやり・・・（同120）
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「プロの教師は人間を変えることができる」（同99）とも述べる上田だが、その教育のプロ
フェッショナル像は、自身の無謬性を信じて疑わないような教師像とは截然と区別されるも
ので、いま流行りのタームで言えば反省的実践家としての教師像とも共鳴する面を具えた像
であろう。

3　生徒指導の定義

私たちは、酒井論文から、教育現場において日常的に使用される概念ないしは言葉である「生
徒指導」が、教育的な営為を包括的に捉え臨機応変の行動へと教師を駆りたてるマジックワード＝

「指導」の一環としてあること、言い換えれば現場における包括的概念である「指導」の下位概念
であるということ、さらにその包括的概念である「指導」については、なるほど子どもたちの変
化をもたらすものだが、そうした変化が可能であるとしたらそれは、教師から子どもへの一方的
な変化ではなく、同時に教師も変化していなければならないのではないかという上田の考えを、
シェアしてきた。

それでは「生徒指導に関する唯一の学会」（山口：既出）である生徒指導学会においては、生徒
指導はどのようなものとして捉えられているのだろうか。その定義を確認しておこう。ここでは
学会名義で公刊された概説書である『現代生徒指導論』（2015、日本生徒指導学会編著）を参照し
よう。

だが実は、その中で当学会は生徒指導を直接定義していない。その代わりに文部科学省が
2010年に公刊した『生徒指導提要』から定義を引用し、これを解説するという体裁をとっている。
つまり、生徒指導提要では生徒指導を斯々然々のように位置づけている、と紹介するのである

（2015：175）。『提要』の定義を確認するべく、その「まえがき」をみておこう。

生徒指導は、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行
動力を高めるように指導、援助するものであり・・・学校がその教育目標を達成するための重要
な機能の一つであり、児童生徒の人格の形成を図る上で、大きな役割を担っています。

一読して分かるとおり、文部科学省による生徒指導の定義は、学会主体で提出されたとしても
不思議ではない。にもかかわらず、学会は概説書においてこの定義を引用紹介し解説する形をと
ることで自らの生徒指導の定義に代えているということは、この学問領域が文部科学省との密

4・

接
4・

な
4・

関わり（それが「定義」に関わるものであるが故に、まさに学としての根幹に関わるものであ
ろう）を有しつつ形成されていることをうかがわせるように思われる 9。このことを、さしあた
りここでは確認しておきたい。また、この定義からは指導に当たるさなかの教師の変化の必要性
について、前提されているか否かは判断することができないことも確認しておきたい。

4　本論文において「事例」を分析する際の枠組

ここまでの議論を踏まえた上で、いよいよ本論文における「事例」分析へと進むことにしたい。
分析にあたって考えるべきポイントは、学問としての生徒指導学が「事例」をどのように位置づ
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けているかをみていくことで、この学問の性格の一端を仮説的に見出すことである。そのために
は個々の研究における「事例」を見ていく必要があることになるであろう。

教育社会学者・新堀通也は『学問の社会学』10において、「ある学問分野が学界、さらには一般
社会で独立した専門として市民権を認められるためには、知的アイデンティティと専門的アイデ
ンティティとが必要である」（1984：12）と述べている。ここでいう知的アイデンティティとは「固
有の研究対象、適切な方法論、体系化された理論、成果についての合意と評価が得られ、その社
会的ないし学問的な価値が承認されるとき」に得られるものだとする。もう一方の専門的アイデ
ンティティについては「その学問が知的アイデンティティを基礎にして制度的に承認されること
によって得られる」とし、この制度化には4つの側面があるとする。

第一は、大学の中に公的な足場をもつこと、たとえば講義題目、講座、学科が作られ、専門
の教授や学生ができることである。
第二は、一般の人びと、特に政府がある学問分野を評価承認し、精神的、財政的な援助を与
えるようになることである。
第三は、専門研究者集団が出現し、学会を組織することである。
第四は、定期的にその学問の成果を公表する公的機関（大会など）をもち専門雑誌を発行す
ることである。

生徒指導学は、いうまでもなく新堀のいう専門的アイデンティティのリストすべての段階を達
成している。固有の研究対象が生徒指導であることを会員はおそらく共有しており、しかも前節
末尾で触れたように、文科省との密接な関係も演出されている。これは新堀のいう制度化要件
の二点目に鑑みるならば、重要な意味を持つことになるはずだ。そして、本論文で分析する「事
例」は、生徒指導学という学問の「知的アイデンティティ」の構成要素「適切な方法論」の一角を
成しているのか否か、成しているとしたらそれがどのように扱われているか

4 4 4 4 4 4 4

ということは、学問
の「専門的アイデンティティ」とも密接に関連しているはずである。

以下、分析の枠組みを準備する上でまず参照したいのが、エスノグラファー・佐藤郁哉による
概説書『ワードマップ フィールドワーク』11である。佐藤はこの本の中で「事例研究」の章を立
て、「事例研究にしろサーベイにしろ、本来、対象そのものを理解しようとしているだけでなく、
対象を通してもっと一般的な問題について理解を深めようとしている」（佐藤1992：99）のだと述
べる。この「対象を通して」という箇所はおそらく佐藤のポイントの一つである。つまり「対象
そのもの」は、主に一般的なものにアプローチする上で通過するフィルターのような役割を備え
たものとして捉えられているのである。

関連して、教育社会学者・北澤毅は、古賀正義と共編した概説書 12の総説で、想定される母集
団の特質を明らかにしたり、「母集団のリアリティ （=支配的現実）に対立するローカルなリアリ
ティ （局所的現実≒多元的現実）の存在を示すデータとして戦略」を担うものとして「事例」を説
明している。この説明は佐藤の場合と基本的に同じとみてよい。一般化を目指していく「事例」
である。

ただし北澤の場合は、これに加えて、「事例」という用語で「端的に『実際に起きた出来事』の
こと」を指す場合があることを付け加えている。すなわち「事例」により切りだされた行為出来
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事それ自体に探究すべき関心を集中させる場合があるというふうに述べている（北澤はエスノメ
ソドロジー、構築主義的研究がこれにあたるとしている）。「実際に起きた出来事」としての事例
を扱う研究をエスノメソドロジー研究や構築主義研究に代表させられるか否かは後述の議論に委
ねるにしても、さしあたりこれを枠組みづくりの1つ目の軸としよう。すなわち、それは事例の
指示対象の軸である。事例の指示対象が母集団を志向するものか、行為・出来事そのものを志向
するものかの別が、さしあたり考えられるだろう。

次に考えるべき点は「事例」分析の担い手の側面である。佐藤の場合も、北澤の場合も、そし
てじつは多くの調査法の概説書の場合も、分析や研究の担い手として、暗黙のうちに研究者をま
ず最初に想定している。だが、日本生徒指導学会の学会誌『生徒指導学研究』を創刊号より通読
すると、少なからぬ本数の論文の執筆者として、現場教師やカウンセラー等の実務者が占めてい
ることがわかる。そこで、「学」としての生徒指導ないしは生徒指導論の性格について、「事例」
データをとおして考察しようとするこの論文に求められることは担い手にかんする側面を含める
ことであろう。それぞれの担い手がどういったまなざしで「事例」と向き合っているのか。これ
を読み解く一つの視点としては、あらためて、「当事者の視点」ないしは「行為者の視点」（志水
編1998、北澤・古賀編2008）、あるいは「住民の視点」なる観点の導入が必要になってくるので
はないか。「住民の視点」とは、文化人類学者クリフォード・ギアーツが『ローカル・ノレッジ』
のなかで用いた用語であるが、「住民の視点」にアプローチするには「何を手段として」「いった
い自分は何をやっていると彼らが思っているかを見出す」かということでしかない、とギアーツ
は言う（1983=1991：10213）。

この「視点」という観点をふまえて二つめの軸を措定するべく、（理論的には単純かつ表面的と
のそしりは免れ得ないとは思いつつも）実務家と研究者という執筆者ないしは研究の担い手の類
型を設定してみたいのである。ここでいう実務家とは現場教師やカウンセラー、教育委員会など
で教育行政に携わるなどの人々、当事者ないしは住民として分けた類型のことである 14。論文の
執筆者として、もっぱら教育諸科学の研究対象として捉えられてきた実践領域である生徒指導の
現場の実務家自身が少なからず登場する意味は、素朴な解釈ではあるが、オートエスノグラフィ
カルな「視点」の提供になる可能性があること、そしてそのことは、新堀らが提供してくれる「学
問の社会学」的枠組みにおいても興味深いと言えるだろう。これと対になる概念として研究者が
挙げられるわけだが、さしあたりジンメルがいう「よそ者」15などのカテゴリーを想定すればよ
い。もちろん実務家であり、かつ研究者でもある人物像は、こと教育学系の学問の場合容易に想
定できるため―たとえば長年学校教師を勤めた後、研究者として大学に勤務する場合や教職大学
院でいわゆる実務家教員として教授職に就く場合などがある―両者の線引きは難しく必ずしもク
リアではないが、さしあたり論文執
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4・

時
4・

の
4・

肩
4・

書
4・

をもとに区別することにしたい。それぞれの論文
の著者は、事例を「手段として」「何をやっているのか」。

5　分析：『生徒指導学研究』における「事例」の類型学

5−1　対象論文の選定
ここでは研究対象とするデータの選別を行う。『生徒指導学研究』誌掲載の論文のうち4節で

シェアした「事例」の特徴のいずれかを持ち合わせたデータを含む論文が本論文の研究対象であ
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る。『生徒指導学研究』の論文掲載の基本カテゴリー構成は（1）特集、（2）投稿論文（a）研究論文
（b）実践研究報告があり、ほかに課題研究報告等が加わることがある。なお当機関誌は年一回発
行される。

試みに創刊号から第3号まで 16を、タイトルと概要にふれつつみていこう。
まずは創刊号（第1号）である。

（1）「特集」に5本の論文、（2）「投稿論文」のうち（a）「研究論文」に6本（b）「実践研究報告」に
3本が掲載されている。うち「事例」は何本に掲載されているかといえば、（1）「特集」の中に清
永賢二論文（2002：24-32）17が掲載されており、ここに「事例」が用いられている。そこでは、「事
例」は論文の主題を解説する中で用いられているが、問題を抱えた少年の具体的行動経過等を記
した人物主体の事例は、解説を具体化する役割を担っていると考えられるものである。

もう一点「事例」が用いられた論文が掲載されている。（2-b）「実践研究報告」に掲載された現
職中学校教諭・阪根健二論文（2002：118-128）18である。阪根論文では、地域の教育委員会ベース
で実施された「児童生徒の自主性の育成を目指した」施策の有効性を考察しており、「事例」は取
り組みの紹介として掲載され、取り組みの評価はアンケート調査により行われている。

第2号ではどうだろうか。ここでは（1）「特集」に6本の論文、（2）「投稿論文」のうち（a）「研
究論文」に4本（b）「実践研究報告」に2本が掲載されている。うち「事例」が用いられた論文は、

（1）「特集」に安島智子論文（2003：6-16）19があり、心理療法の事例が紹介されている。上杉賢士
論文（2003：17-26）20も「特集」カテゴリーの論文である。海外視察の報告として事例が紹介され
ている。鹿嶋研之助・加藤俊悦論文（2003：36-44）21では不登校理解と不登校予防に関する小中
連携実践の事例が紹介されている。猿渡正利論文（2003：45-53）22と天井勝海論文（2003：54-65）
23では、それぞれ学校全体（本校という記し方で登場する）の不登校問題への取組事例が紹介さ
れている。
（2-a）「研究論文」に八並光俊論文（2003：99-109）24が掲載されている。問題行動生徒へのチー

ム援助体制の刷新について、開発したデータベースシステムの効果検証をする内容だが、取り組
みの全体像と検証の文脈で事例が用いられている。

第3号の場合、（1）「特集」に4本の論文、（2）「投稿論文」のうち（a）「研究論文」に2本（b）「実
践研究報告」に4本が掲載されている。うち「事例」が用いられた論文は、（1）「特集」に掲載され
た明石要一論文（2004：7-15）25がある。ここでは社会体験活動の一環として行われた山村留学の
体験者に実施した聞き取り調査事例が紹介されている。青木一論文（2004：28-36）26は勤務する
中学校における社会的体験の取り組みを紹介し、取り組みを経ての所感が紹介されている。新井
立夫論文（2004：37-46）27は勤務する高等学校での生徒指導改革の事例を紹介するものである。

 （2-a）「研究論文」カテゴリーには羽間京子論文（2004：48-57）28が掲載されており、現職教員
へのカウンセリング研修の事例と分析が行われている。また続く吉田茂昭・八並光俊論文（2004：
58-67）29では、問題行動を起こす生徒への継続支援の事例をデータとした分析が行われている。
（2-b）「実践研究報告」に掲載された木内隆生論文（2004：70-79）30は勤務する高等学校の生徒が

防災教育活動を通して向社会性をいかに醸成するかについての事例を、アンケート調査をもとに
した分析によりまとめている。スクールカウンセラーの瀬戸美奈子論文（2004：80-89）31は不登
校生徒への家庭訪問を通じた支援事例をデータとして、支援法の振り返りと考察をおこなってい
る。田中將之論文（90-99）32は勤務する定時制高校で実施したピアサポート活動の事例をもとに、
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広範囲の応用可能性等について論及している。長谷川聖子・葛西真記子・賀川昌明論文（2004：
100-109）33は、長谷川が勤務する小学校の事例として、授業において実施した「体ほぐしの運動」
が自尊感情にもたらす効果の心理学統計による分析を行っている。

5−2　類型学的分析の試み
ここでは前項で選定した対象論文を4章で述べた事例の指示対象軸と担い手軸からなるマトリ

クスを作成し（表1）、類型化していこう。

大づかみに捉えるならば、創刊号から第3号までの機関誌より分析対象としてとりあげた「事
例」を扱った論文の多くは、表1の類型のうち、II（「実務家」―「行為・出来事それ自体」）あるい
は III（「研究者」―「一般化」）に当てはまるものであった。このことは何を意味しているのであろ
うか。

第 II類型に位置づけうる諸研究は、教師やカウンセラーといった実務家によって執筆された
「事例」であり、自らの本務校での取り組みやカウンセリング実践の経過を、現場から報告する
こと、成果として提示することに主眼が置かれている。つづく第 III類型の論文は、特集論文に
よく見られたタイプで、何らかの形、たとえばフィールドワークやインタビューを介して執筆者
が実践現場から事例を得るものだが、執筆者が読者に伝えようとする主題を具体化して示すため
の素材として事例が用いられていると言える。

ここで図1をみてほしい。

表1　担い手と対象の類別

一般化 行為・出来事それ自体

実務家

Ⅰ Ⅱ

阪根 2002、 猿渡 2003、 天井2003、 鹿嶋・加藤
2003、青木2004、 新井2004、吉田・八並 2004、
木内2004，瀬戸2004，田中2004、長谷川・葛西・
賀川2004

研究者
III IV

清永2002、安島2003、上杉2003、明石2004 八並2003、羽間2004

図1　類型別研究の志向性
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これはいま述べてきたことをモデル化したもので、各類型の論文における執筆者とその志向性
について示している（機関紙においてほぼ実在しない類型 Iは省略した）。執筆者は黒丸で示して
あるが、第 II類型の場合、執筆者である実務家が自らの実践について執筆するという意味で、実
践を示す白丸の内側に図示している。執筆者の志向性にかんする矢印は、もっぱら実践現場の取
り組みを内側から外側に対して発信する点にあることを図示している。

第 III類型の論文は、研究者がフィールドワークやインタビューによって実践現場に半ばかか
わりを持っていること（しかも実務家に対して執筆者が直接・間接の指導関係にあることも少
なくないものと推測される）を図示するために、黒丸の一部を、実践現場を示す白丸に重ねてい
る。執筆者の志向性にかんする矢印は、ここでも実践現場の内側を媒介した上で、外側に対して
向けられている点に特徴があることを図示している。

なおここで第 IV類型の論文についてもみておこう。じつは表1からも分かるとおり、これは、
（少なくとも創刊号から第3号までの）『生徒指導学研究』には2件しか見当たらなかったが、本論
文において冒頭で参照した酒井論文はここにあてはまると考えられる。酒井は参与観察やインタ
ビューを通して実践現場に関わりを持ちつつ、現場での行為・出来事のある種の特徴を記述し、
対象化することを志向している。黒丸から出た矢印が実践を示す白丸にUターンするように戻っ
ているのはこの点を図示したものである。第 III類型の論文群と同じく研究職にあるものが主と
して執筆するカテゴリーであるが、そのあたりに違いが認められる。

第 II類型、第 III類型の論文が多いことは、生徒指導学が「現場志向的制度化」を目指している
であろうことと関係が深いはずである。新堀（1984：15）は「学問の現場志向的制度化は、当該
学問が『現実』を扱い『現場』の問題の解決に貢献しうる程度、いわば『実学』度によって異なる」
と述べるが、生徒指導学がこのような実学志向をそなえていることは、これらの類型の論文が誌
面に多く採択ないしは掲載されていることにも表れている。その意味で生徒指導学会は、現場実
践のいわゆる「優れた取組」（Good Practice; GP）34を発信する媒体としての役割、そのためのエン
パワメント・エンカレッジメントを役目とすることを積極的に引き受けようとしているのだろう 35。
そして「事例」は、そうした発信のための中心的媒体として、選び出された時点で、すでにポジ
ティブな価値を帯びることになるのではないか 36。

対して第 IV類型の研究は、このような形で第一義的に「事例」を外部への発信のツールとは捉
えない。むしろ発信する主要な宛て先は「現場実践」（=内側）である。通常、たしかに質的研究
においては、現場にとっての「よそ者」たる研究者が現場（＝内側）から知見を提供してもらい分
析するが、その成果をデータ提供者に報告することが近年特に重視されているとも言われる。こ
のことを知見（＝研究成果）の現場への“

フィードバック

還元”と言いあらわすことが一般的である。そして“還
元”できるかどうかということは質的研究に独特の妥当性基準として用意してきた方法論 37とも
いうべき側面をも含んでいる。

5−3　変わる「事例」の位置
ところで生徒指導学会が編集した概説書『現代生徒指導論』（2015：178）では、事例研究は次

のようなコンテクストで登場する。
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・・・生徒指導の実践や経験をどのようにして省察することができるのであろうか。ある教
職大学院の実践例を挙げて説明したい。その教職大学院では、学校現場での実践に役立つ児
童生徒理解や仲間と協働したり問題を解決したりできる実践力の習得を目指し、「事例研究
法」を取り入れて一貫した教育指導をしている。具体的には、受講者が事例をまとめ発表す
ることによる自己省察、事例に関する情報を分析、整理することによる見立て、教員と院生
の協働での集団討議による実践の検証と問題解決の検討を反復演習する。・・・

当たり前の指摘と思われる向きもあろうかと思われるが、ここで「事例」は、基本的に事例研
究会ないしは検討会の資料だということはポイントの一つであろう。引用にも示されているよう
に、ここでは事例研究会ないしは検討会は教職大学院における教育の一環として行われていると
いうことである。また、かの『生徒指導提要』に記されているのは、実務の一環としての検討会
である。「第4節 児童生徒理解の資料とその収集」の「3 資料収集の方法」、すなわち観察法、面
接法、質問紙調査法などとともにその六番目の方法として「事例研究法」が挙げられる（傍点は
引用者による）。

（6）事例研究法 児童生徒の蓄積された事例を基に理解を深めていく方法です。この事例
は、日々の観察記録、面接記録、調査結果、他の機関などからの情報を基に構成されます。
これは児童生徒の資料・情報の共有を通した、学校の組織的な生徒指導の促進を目的として
います。ある児童生徒について、複数の教員が持ち寄った資料を分析・検討して適切な指導
を考えることになります。
 この方法は、事例研究会を開き

4 4 4 4 4 4 4 4

、問題を共有することが基本となります
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。主な手法とし
て、 シカゴ方式（短縮事例法）、インシデント・プロセス法などがあります。

つまりこういうことである。生徒指導学においては、「事例」はあくまで「事例研究会」、すな
わち実践現場ないしは現場志向の教育の場における検討資料であるから、「事例」を用いた論文
それ自体は、近年の質的研究（本論文でいう第 IV類型の論文）に課せられる“還元”は見かけ上あ
らわれないままで良い、つまり基礎資料の報告ないしは発表で良いということになるだろう。

対して、研究者によって「事例」が用いられるエスノグラフィックな研究の場合、たとえば「臨
床的学校社会学」を主唱する志水（1996：65）38によっては、新たに次のようなことが留意される
べきこととして言われている

現場へのフィードバックは、せいぜいが研究報告書や論文の発表会・合評会を行うといった
限定的・儀礼的なものにとどまることが多かった。しかしこうした現状は改められなければ
ならない。まず、報告書や論文に、「現場への提言」的なセクションを設ける努力が払われ
なければならないだろう。それが、現場に対する研究者のモラルであると筆者は思う。

ここでポイントとなるのは引用の後段「・・・報告書や論文に、『現場への提言』的なセクショ
ンを設ける・・・」云々の箇所である。

つまり両者において、研究における「事例」の位置づけは確実に異なっている。
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志水論文も掲載されている日本教育社会学会の機関誌『教育社会学研究』に対して当の志水は
「事例」（およびその分析）に加えて、それを扱うコンテクスト（評価、コメント、提言などを含
む）も論文中に含めることを推奨している。そうした努力が払われなかったことに批判的に言及
している。

ところが少なからぬ執筆者が実務家であるところの『生徒指導学研究』では、むしろ「事例」を
扱うコンテクストは含まれず、論文中の「事例」は、多くの場合、いわば基礎資料の報告のまま
である（なお冒頭で引用した上田に照らして言えば、そのほとんどの報告には指導に際して教師
等実務家サイドの変化は描かれない）。そうした「事例」の扱われ方にこそ、生徒指導学会の学と
してのポジティブな性格の一端が示されている。つまり「事例」は会員相互の実践研究的交流の
ための素材で良い。

生徒指導学会・会長 39による学会ホームページにおける「挨拶」にもあるように、生徒指導学
会は研究者や実務家、行政官らの交流が目的となっているがゆえに、「事例」もまた交流のため
の素材で良いと考えられるのである。機関誌に掲載された論文における「事例」の位置は、論文、
そしてさらには機関誌を取り囲む知的・実践的コミュニティのなかで彫琢されることが第一義的
に期待されるのであり、またそうしたコミュニティとしての価値が生徒指導学会の学会としての
価値なのではないか。図1でいうところの第 IV類型の論文における研究者の志向性が実践事例
の内側へと向かう図を示したが、そのとき論文で含意される反省性（志水のいう「現場への提言」
などを含む）は、理論社会学者シルズのいう「知的活動の制度化とは、この活動に携わっている
人々の比較的密接な相互作用」（注16を見よ）、より具体的には学会大会等の場における対面的相
互作用において論文テクストの外部でもたらされるのかもしれない。先に引用した、新堀の『学
問の社会学』でいう学問の知的アイデンティティのうち、「成果についての合意と評価」は、こう
した“コミュニティ中心主義”40とも言える、実学度が高いと考えられる学会に特徴的なあり方の
中で達成されるのではないか。また、上田のいう意味での、教師も変わる指導の探究も、そうし
た学会のコミュニティーのあり方において成し遂げられているのかもしれない。
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